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三鷹市子どもの権利に関する条例（仮称）の制定に向けた 

子どもへのアンケートについて（案） 
 

１ 実施目的 

三鷹市子どもの権利に関する条例（仮称）の制定に当たり、子どもの意見や思いを聴取

して条例の内容に反映させるとともに、子どもに対して「子どもの権利」の普及・啓発を

図ることを目的とする。 

 

２ 実施概要 

 

３ 説明動画について 

(1) 目的 

学校や先生、不登校など様々な環境要因に影響されることなく、全ての子どもが共通

理解のもとに回答できるようにするため、説明動画を作成する。 

(2) 動画の内容 

・権利とは？子どもの権利とは？ 

  ・三鷹市子どもの権利に関する条例（仮称）について 

  ・アンケートについて（回答方法、回答に当たっての注意） 

  (3) 仕様 

・YouTube の限定公開とし、動画 URL を回答フォームに入れる。 

  ・12/15（日）に実施したワークショップの講義部分スライドをベースにスライドを作成

し、音声を加える。 

 

４ 回答フォームについて 

  全学年の子どもが理解できるように、対象学年ごとに３種類の回答フォームを作成する。

（同一の質問内容で、文章表現や聞き方を変えて対応予定） 

【フォーム内訳】 フォーム① 小学１・２・３年生向け 

           フォーム② 小学４・５・６年生向け 

           フォーム③ 中学生以上向け       

対象者 

市立小学校及び市立中学

校に通う児童・生徒 

（小１～中３） 

市立以外の小学校及び中

学校に通う児童・生徒 

（小１～中３） 

高校生等 

（～18 歳） 

実施期間 令和７年６～7 月 

実施方法 

 
・児童・生徒に配付され

ているタブレットによ

り学校で回答。 

・欠席児童・生徒につい

ては、担任より保護者

に案内。 

・事前に、授業等で「子

どもの権利」に関する

説明動画を視聴後、回

答。 

 
・市ホームページ及び市

広報紙で案内のうえ、

市ホームページに「子

どもの権利」に関する

説明動画及び回答フォ

ームを掲載し、オンラ

インで回答。 

・公共施設等へのアンケ

ート設置（要調整）。 

 
・市内在住の高校生等へ

ハガキにてアンケート

を案内。ハガキに「子

どもの権利」に関する

説明動画及び回答フォ

ームの QR コードを記載

し、オンラインで回

答。 
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５ スケジュール（目安） 

令和７年１月   アンケート案検討（庁内） 

２月   第２回条例検討委員会において、アンケート内容等について協議 

      ３～４月 アンケート内容決定・教育委員会へ依頼 

           ⇒決定次第、回答フォーム作成 

５月   第３回条例検討委員会において、アンケート概要について報告 

           市広報紙及びホームページにて案内 

      ６～７月 高校生向けハガキ発送 

アンケート実施（２～３週間程度の回答期間を設定） 

      ８月   アンケート結果集計及び報告書作成 

⇒条例素案へ反映 

      ９月   第４回条例検討委員会において結果報告 

 

６ アンケート調査項目  ※ 以下、回答フォーム③（中学生以上）を想定した内容 
 
No. 質問 選択肢 

問１ 

あなたは、以前から「子ども

の権利」について知っていま

したか？（１つだけ回答） 

１．知っていた 

２．名前だけ知っていた 

３．まったく知らなかった 

問２ 

あなたやあなたの周りで守ら

れていないと思う「子どもの

権利」はありますか？（いく

つでも回答可） 

１．人と違うことで差別されないこと 

２．周りの大人が、子どもにとって一番よい方向に考えて

くれること 

３．命が大切にされ、健康に育つことができること 

４．望まないのに、親と引き離されないこと 

５．自由に意見を言えること 

６．話したり、文章を書いたり、絵を描いたり、自由に表現

してもよいこと 

７．何を考えるか、何を信じるか、自由に選んでよいこと 

８．自分の秘密がしっかりと守られること 

９．自分の成長に役立つ情報を知れること 

10．暴力を振るわれたり、ひどい扱いを受けたりしないこと 

11．心やからだに障がいがある子どもが大切にされること 

12．お金がなくて生活に困ったときは、助けてもらえること 

13．教育を受けられること 

14．休んだり、遊んだりしてよいこと 

15．麻薬や覚せい剤から守られること 

16．その他（                    ） 

17．特にない 
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No. 質問 選択肢 

問３ 

あなたが今、悩んでいること

や困っていることはあります

か？（いくつでも回答可） 

１．家族・家のこと 

２．勉強のこと 

３．友達のこと 

４．先生のこと 

５．自分のこと 

６．その他（                    ） 

７．特にない 

問４ 

あなたが悩んだり、困ったり

したとき、相談できる人はい

ますか？（いくつでも回答

可） 

１．親 

２．きょうだい 

３．祖父母・親戚（しんせき） 

４．友達 

５．先輩や後輩 

６．学校の先生 

７．スクールカウンセラー 

８．クラブの先生や塾の先生など身近な大人 

９．オンライン、SNS（LINE、Instagram、Discord等）上の 

知り合い  

10．その他（                     ） 

11．相談できる人がいない 

問５ 

あなたが相談しやすいと思う

方法を教えてください。（い

くつでも回答可） 

１．会って相談する 

２．電話で相談する 

３．メールや LINE 等で相談する 

４．オンライン上で不特定の人に相談する 

５．その他（                      ） 

６．どれでもいい 

問６ 

困ったときに相談できる場所

で、知っているものを教えて

ください。（いくつでも回答

可） 

１．学校 

２．警察 

３．子ども家庭支援センターりぼん 

４．児童館（多世代交流センター） 

５．教育相談室 

６．こどもの人権 110 番 

７．児童相談所 

８．その他（                    ） 

９．知らない 

問７ 

「子どもの権利」について思っ

たこと、伝えたいことがあれ

ば、自由に書いてください。 

 

 


